
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

道
路
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設

建
築
物

階
数
が
一
の
も
の

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
年

時
価
に
〇
・
〇
〇
六
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
〇
・
〇
〇
八
を

乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
二
の
も
の

時
価
に
〇
・
〇
〇
九
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
〇
・
〇
一
一
を

乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
三
の
も
の

時
価
に
〇
・
〇
一
一
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
〇
・
〇
一
五
を

乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
四
以
上
の
も
の

時
価
に
〇
・
〇
一
三
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
〇
・
〇
一
六
を

乗
じ
て
得
た
額

高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
施
設
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
日

時
価
に
〇
・
〇
〇
〇
〇

五
を
乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
〇
・
〇
〇
〇
〇

六
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
年

時
価
に
〇
・
〇
〇
六
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
〇
・
〇
〇
八
を

乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具

時
価
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額
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道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純　

　
徳
島
県
条
例
第
十
四
号



令
第
七
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
施
設

時
価
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校




